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定
額
給
付
金
お
よ
び
子
育
て
応
援
特
別
手

当
の
交
付
申
請
書
は
、
３
月
１７
日
（火）
に
、
対

象
と
な
る
世
帯
主
の
方
全
員
に
郵
送
し
て
い

ま
す
。
 

　
現
在
、
申
請
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
の
で
、

お
送
り
し
た
お
知
ら
せ
や
記
入
例
な
ど
を
よ

く
ご
確
認
い
た
だ
き
、
期
間
内
（
平
成
２１
年

９
月
１８
日
（金）
ま
で
）
に
手
続
き
を
行
っ
て
く

だ
さ
い
。
 

 ■
申
請
書
の
提
出
方
法
 

①
お
送
り
し
た
返
信
用
封
筒
に
申
請
書
と
添

　
付
書
類
を
封
入
し
て
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。
 

②
各
庁
舎
の
窓
口
セ
ン
タ
ー
へ
申
請
書
と
添

　
付
書
類
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 ■
申
請
に
あ
た
っ
て
は
、
次
の
添
付
書
類
が

　
必
要
で
す
 

①
申
請
さ
れ
る
方
（
代
理
人
を
含
み
ま
す
）

　
の
本
人
確
認
が
で
き
る
書
類
の
写
し
 

②
給
付
金
お
よ
び
手
当
の
振
込
先
の
口
座
を

　
確
認
で
き
る
書
類
（
預
金
通
帳
ま
た
は
キ

　
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
の
口
座
番
号
、
カ
ナ
氏

　
名
が
分
か
る
部
分
の
写
し
）
 

※
外
国
人
の
方
に
つ
い
て
は
、
在
留
資
格
確

　
認
の
た
め
、
必
ず
外
国
人
登
録
証
明
書
の

　
写
し
が
必
要
で
す
。
 

 ■
世
帯
主
か
ら
の
申
請
が
原
則
で
す
が
、次
の

　
場
合
は
、代
理
で
申
請
や
受
給
が
で
き
ま
す
 

　
代
理
人
（
代
理
申
請
、
代
理
受
給
で
き
る

方
）
の
要
件
 

①
世
帯
主
と
同
じ
世
帯
の
方
 

②
親
権
者
、
成
年
後
見
人
等
の
法
定
代
理
人
 

③
単
身
世
帯
で
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

　
方
（
定
額
給
付
金
の
み
）
 

（１）
在
宅
で
寝
た
き
り
ま
た
は
認
知
症
の
方
な

　
ど
は
、
親
族
、
民
生
委
員
な
ど
が
代
理
人

　
に
な
れ
ま
す
。
 

（２）
老
人
福
祉
施
設
な
ど
に
入
所
さ
れ
て
い
る

　
方
は
、
入
所
施
設
の
職
員
が
代
理
人
に
な

　
れ
ま
す
。
 

（３）
里
親
制
度
を
利
用
し
て
い
る
里
子
は
、
里

　
親
が
代
理
人
に
な
れ
ま
す
。
 

※
（１）
、
（２）
、
（３）
の
場
合
は
、
世
帯
主
と
の
関

　
係
や
代
理
人
と
な
れ
る
要
件
を
証
明
で
き

　
る
書
類
に
よ
り
、
代
理
人
の
確
認
を
行
い

　
ま
す
。
 

■
口
座
振
込
は
月
の
半
ば
と
月
末
の
2
回
に

　
分
け
て
行
い
ま
す
 

①
毎
月
１０
日
ま
で
に
申
請
を
受
け
付
け
た
方

　
は
、
そ
の
月
の
３０
日
頃
に
振
り
込
み
ま
す
。
 

②
毎
月
２５
日
ま
で
に
申
請
を
受
け
付
け
た
方

　
は
、
翌
月
の
１５
日
頃
に
振
り
込
み
ま
す
。
 

※
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
を
振
込
先
に
指
定
さ
れ
た

　
場
合
は
、
振
込
手
続
き
に
時
間
が
か
か
る

　
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
 

※
預
金
口
座
が
な
い
な
ど
の
理
由
で
、
現
金

　
給
付
を
希
望
さ
れ
た
場
合
は
、
お
支
払
い

　
が
口
座
振
込
よ
り
遅
い
時
期
に
な
り
ま
す
。
 

 定
額
給
付
金
の
問
い
合
わ
せ
は

　
総
務
部
総
務
課（
社
庁
舎
）

　
1
４
３
・
０
４
１
０

子
育
て
応
援
特
別
手
当
の
問
い
合
わ
せ
は

　
福
祉
部
子
育
て
支
援
課（
社
庁
舎
）

　
1
４
３
・
０
４
０
８

定
額
給
付
金
・
子
育
て
応
援
特
別
手
当
の
交
付
申
請
書
は
お
手
元
に
届
き
ま
し
た
か
？
 

〜
原
則
と
し
て
口
座
振
込
で
支
給
し
ま
す
〜
 

本
人
確
認
が
で
き
る
書
類
と
は
 

１
種
類
で
本
人
確
認
が
で
き
る
書
類
 

①
運
転
免
許
証
 

②
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド（
顔
写
真
付
き
） 

③
パ
ス
ポ
ー
ト
 

④
そ
の
他
の
官
公
署
が
発
行
し
た
顔
写
真

　
付
き
の
身
分
証
明
書
 

右
の
書
類
が
な
い
場
合
は
、
次
の
書
類
２

種
類
で
本
人
確
認
が
で
き
ま
す
 

①
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド（
顔
写
真
な
し
） 

②
健
康
保
険
証
 

③
年
金
手
帳
 

④
年
金
証
書
 

⑤
介
護
保
険
証
 

⑥
そ
の
他
の
官
公
署
が
発
行
し
た
顔
写
真

　
の
な
い
身
分
証
明
書
 

 

振
り
込
め
詐
欺
に
ご
注
意
を
！
 

市
役
所
な
ど
公
の
機
関
が
、

●
Ａ
Ｔ
Ｍ
の
操
作
を
お
願
い
す
る
こ
と

●
手
数
料
な
ど
の
振
り
込
み
を
求
め
る
こ
と

は
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
！
 

※
お
か
し
い
と
感
じ
た
ら
、
す
ぐ
に
社
警
察

　
署
（
1
４
２
・
０
１
１
０
）
に
相
談
し
て

　
く
だ
さ
い
。
 

別
居
し
て
い
る
お
子
様
（
扶
養
さ

れ
て
い
る
場
合
に
限
り
ま
す
）
が

お
ら
れ
る
方
へ

　
子
育
て
応
援
特
別
手
当
は
、
「
３
歳
以

上
１８
歳
以
下
の
子
が
２
人
以
上
あ
る
世
帯

に
お
い
て
、
小
学
校
就
学
前
３
年
間
に
あ

る
第
２
子
以
降
の
子
」
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

該
当
者
の
抽
出
に
あ
た
っ
て
は
、
高
校
の

寮
に
入
ら
れ
て
い
る
な
ど
の
理
由
で
住
民

登
録
を
市
外
に
移
さ
れ
て
い
る
１８
歳
以
下

の
子
に
つ
い
て
は
、
第
２
子
以
降
の
判
定

を
行
う
際
の
児
童
（
基
礎
と
な
る
児
童
）

数
か
ら
除
か
れ
て
い
ま
す
。
世
帯
が
異
な

る
子
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
子
を
扶
養
さ
れ

て
い
る
場
合
は
、
基
礎
と
な
る
児
童
と
み

な
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
に
よ
り
支
給
要
件
に

該
当
さ
れ
る
場
合
は
、
手
当
の
支
給
を
申

請
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
子
育
て

支
援
課
へ
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。
 

例
・・・
寮
に
住
民
登
録
を
移
し
て
別
居
し

　
て
い
る
１６
歳
の
子
と
同
居
し
て
い
る
４

　
歳
の
子
が
あ
る
世
帯
で
は
、
機
械
的
に

　
は
４
歳
の
子
が
第
１
子
と
判
断
さ
れ
、

　
受
給
資
格
が
な
い
も
の
と
み
な
さ
れ
て

　
申
請
書
は
発
送
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、

　
申
し
出
て
い
た
だ
く
こ
と
に
よ
り
手
当

　
は
支
給
さ
れ
ま
す
。
 

※
申
請
に
あ
た
っ
て
は
、
扶
養
し
て
い
る

　
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
（
医
療
保
険
被

　
保
険
者
証
な
ど
）
の
写
し
を
提
出
し
て

　
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
 

 


